






















Ⅰ緒言

　私達はこれまて「地域における母子保健管理システム」に関する研究に従事

し,ほぼシステムの確立を見たが,昭和 52 年度よりこのシステムの中で市町村

がどのように母子保健サービスをすすめるかについて,研究をつづけた。今年

度はシステムに直接かかわるもののほか,市町村が母子保健関連事業として独

自におこなっているものの中で,システムにとりこみ得る性質の事業をとり上

げて検討を試みた。茨城県における本研究の母体は「茨城県心身障害児研究班」

であり,構成は下記の如くである。


